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はじめに 

 

 食中毒事例数は，2020年1月に国内で初めて新型コロナウ

イルス感染症の患者が確認されて以降全国的に減少傾向に

あったが，1件あたりの患者数が100人を超える事例は全国

で度々発生している1)．今回，2022年に発生した食中毒疑い

事例のうち，当所で行った55事例の食中毒関連検査におけ

る細菌及び寄生虫（以下，食中毒原因菌等という．）の検出

状況や，埼玉県内で発生した規模の大きな食中毒事例につ

いて報告する． 

  

対象および方法 

 

1 検査対象 

  2022 年 1 月から同年 12 月に埼玉県及び他自治体で発

生した食中毒疑い事例のうち，埼玉県内の管轄保健所から

当所へ搬入された患者便，食品施設等の従事者便，食品（検

食，原材料），ふきとり検体，虫体の合計 327検体を検査対

象とし，食中毒原因菌等の検査を実施した．検査実施項目

数は合計 2,078項目であった．検体数及び検査項目数の内

訳を表 1に示した．  

 

2 検査方法 

 検査は，食品衛生検査指針 2-4)及び厚生労働省の通知等
5-7)を参考に当所で作成したマニュアル（以下，マニュア

ル）に基づいて実施した． 

 (1) 細菌検査 

  1) 便検査 

   保健所からの依頼に基づき，サルモネラ属菌，赤痢

菌，腸炎ビブリオ，カンピロバクター，病原大腸菌，

黄色ブドウ球菌，セレウス菌及びウエルシュ菌につい

て定性検査を実施した．搬入された検体は，SS寒天培

地，TCBS寒天培地，mCCDA寒天培地，CT-SMAC寒天培

地，ドリガルスキー改良培地，卵黄加マンニット食塩

寒天培地，NGKG寒天培地及び卵黄加 CW寒天培地に直

接塗抹して分離培養を行うとともに，必要に応じて

NmEC培地，ラパポート・バシリアディス培地，プレス

トン培地等で増菌培養した後に分離培養した．平板培

地上に疑わしいコロニーが認められた場合は，疑われ

る菌の種類に応じ，鏡検，生化学性状試験，血清型別

試験，RPLA試験及び PCRを用いた病因遺伝子の検出試

験等を行った． 

  2) 食品検査 

   便検査で分離された菌について，食品からの分離を

目的として実施した．食品に希釈液等を加えてストマ

ッキングし，検査する菌の種類に応じた平板培地を用

いて分離培養した．必要に応じ，分離培養の前に増菌

培養を行った．平板培地上に疑わしいコロニーが認め

られた場合は，便検査と同様に鏡検，生化学性状試

験，血清型別試験及び PCRを用いた病因遺伝子の検出

試験等を行った． 

  3) ふきとり検査 

   便検査で分離された菌について，ふきとり検体から

の分離を目的として実施した．検査する菌の種類に応

じた液体培地等をふきとり検体に加えてマニュアルに

従い増菌培養及び分離培養を行った． 

  4) 寄生虫検査（アニサキス及びクドア・セプテンプ

ンクタータ検査） 

   アニサキス検査では，搬入された虫体をそのまま，

もしくは透徹した後，実体顕微鏡を用いて頭部，胃部

及び尾部の形態を確認した．また，虫体から QIAamp 

DNA Mini Kit（QIAGEN）を用いて DNAを抽出し，PCR

及び RFLP法によりアニサキスの種別判定を行った． 

   クドア・セプテンプンクタータ検査では，FastDNA 

SPIN Kit for Soil（MP Biomedicals）を用いて便検

体から DNAを抽出し，PCR法によりクドア遺伝子検査

を実施した． 
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結果及び考察 

 

1 食中毒原因菌等の検出状況 

 2022 年 1 月から同年 12 月に当所で検査を行った食中毒

疑い事例は 55事例で，そのうち 21事例で食中毒原因菌等

が検出された．病因物質別では，カンピロバクターが 13事

例と最も多く検出され，次いで黄色ブドウ球菌及びアニサ

キスが各 4事例，サルモネラ属菌，セレウス菌及びウエル

シュ菌が各1事例で検出または同定された．55事例のうち，

さいたま市，川越市，越谷市及び川口市（以下，保健所設

置市）を除く埼玉県内での発生は 15 事例（表 2），他の自

治体（保健所設置市を含む）での発生は 40事例（表 3）で

あった．  

 全国的にも，食中毒原因菌等のうち，細菌ではカンピロ

バクターを原因とする食中毒事例が最も多く，そのほとん

どは飲食店で発生している 1)．カンピロバクター食中毒は，

生または加熱不足の鶏肉を喫食したことで発生した事例が

多いことから，飲食店で調理する際はもとより，消費者側

も，提供された料理がよく加熱されているか確認すること

が，食中毒を予防する上で重要になると考える．この後紹

介するサルモネラ属菌を原因とする食中毒事例でも，その

発生原因の一つに，原材料の加熱不足が指摘されている． 

2 県内で発生した規模の大きな食中毒事例 

  2022年に埼玉県内で発生した，患者数が 100名を超え

る食中毒事例（表 2：事例番号 11）を紹介する．  

 県内の事業所から管轄保健所へ「仕出し弁当を喫食した

複数名が食中毒症状を呈している．」と通報があった．保健

所が調査したところ，他の事業所でも，同じ仕出し弁当を

喫食した発症者がいたことが判明した．最終的に喫食者数

は 473名，患者数は 110名に上った．当所には，患者便 72

検体，調理従事者便 17検体，食品（調理済みの保存検食）

9検体及びふきとり 18検体が搬入された．細菌検査を実施

したところ，患者便 48検体，調理従事者（仕出し弁当を喫

食していた）便 3検体及び食品 1検体（玉子エビチリ）か

ら，サルモネラ属菌の Salmonella Enteritidis が検出さ

れた．患者便からは他にも，Salmonella Nagoya，Salmonella 

Korbol，黄色ブドウ球菌（エンテロトキシン A＋B産生株）

及びセレウス菌（嘔吐毒産生株）が 1検体ずつ検出された．

また，ふきとり検体から食中毒原因菌等は検出されなかっ

た．なお，便検体は数回に分かれて搬入され，8項目（表 2

注*）について検査を行っていたが，途中でサルモネラ属菌

が検出されたことから，それ以降に搬入された便検体（従

事者便 8検体）や，食品検体及びふき取り検体については，

サルモネラ属菌のみ細菌検査を実施した． 
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 患者便及び食品からサルモネラ属菌が検出されたことや，

患者の共通食が原因調理施設から提供された食品に限定さ

れたこと等から，保健所により，本事例は仕出し弁当を原

因食品とした食中毒事例であると断定された． 

 保健所で作成された食中毒事件詳報によると，①玉子エ

ビチリの原材料である未殺菌液卵の加熱状況を確認する方

法は，調理従事者の経験に基づく判断に委ねられており，

中心温度を計測する等の客観的な指標は用いられていなか

った，②仕出し弁当は，各事業所へ配送，配膳，喫食され

るまでの間，冷蔵管理されていなかった，③原材料の一つ

である未殺菌液卵は，県内のそうざい製造業者が手作業で

割卵したもので，製造時，保管時，搬送時の温度記録は残

されていなかった，④そうざい製造業者は法改正により液

卵製造業が新設されたことを認識しておらず，液卵の規格

基準に係る検査を実施していなかった，⑤当該液卵の納品

先は原因調理施設のみであった，こと等が判明したとされ

ている．  

 本事例では，未殺菌液卵の不適切な製造管理や，玉子エ

ビチリの調理工程における加熱不足によってサルモネラ属

菌が残存し，食中毒が発生したと思われる．食品，添加物

等の規格基準の「B  食品一般の製造，加工及び調理基準」

には，鶏の殻付き卵又は未殺菌液卵を使用して調理等を行

う際は，70℃で 1分間以上加熱するか，それと同等以上の

殺菌効果がある方法で加熱殺菌しなければならないと規定 

されている．今回の原因調理施設では，加熱状況の確認に

客観的な指標は用いられておらず，加熱温度や調理時間等

も記録されていなかった．また，仕出し弁当が配送され，

喫食されるまでの間，冷蔵管理されていなかったことも，

サルモネラ属菌のさらなる増殖に至った可能性が考えられ

る． 

 

結語 

 

 新型コロナウイルス感染症の流行拡大前（2019年）と比

べると，食中毒疑い事例数や，検査対象となった検体数は，

ここ数年間，減少している（表 4）．しかし，緊急事態宣言

が発令された年（2020-2021 年）と，発令されていない年

（2022年）を比較すると，食中毒疑い事例数は増加してい

ることが伺える．2020年は外食割合が低下した 8)ことから，

外食割合と食中毒事例数には正の相関関係があるように思

われる．そのため，今後は外食する機会が増え，それに伴

い，飲食店から提供された食品を原因とする食中毒事例数

も増加する可能性が懸念される．  

 新型コロナウイルス感染症の位置づけが，いわゆる 2類

相当から 5 類感染症へ変わる 9)ことで，国民の生活意識や

行動が変容し，食中毒の発生に影響を及ぼす可能性がある．

表4　検査を実施した事例数，検体数及び検査項目数

発生年 事例数
＊ 検体数 検査項目数

＊＊

2019年 97 779 3,981

2020年 42 262 1,664

2021年 41 505 2,625

2022年 55 327 2,078

＊＊ ウイルス検査分を含まない

＊ 当所に検体が搬入されて検査を実施した，食中毒疑い事例数

（他自治体発生事例を含む）

表3　食中毒原因菌等の検査概要（他自治体発生事例）（保健所設置市を含む）

事例

番号
発生月 検体種別

検査

検体数
検査項目

＊,＊＊
結果（検出検体数／検査検体数）＊＊

事例

番号
発生月 検体種別

検査

検体数
検査項目＊,＊＊ 結果（検出検体数／検査検体数）＊＊

1 1月 患者便 5 細菌 不検出 21 5月 患者便 1 細菌 Campylobacter coli （1/1）

2 1月 患者便 1 細菌 Campylobacter coli  （1/1） 22 6月 虫体 1 アニサキス Anisakis simplex  sensu stricto （1/1）

3 1月 患者便 1 細菌 不検出 23 6月 患者便 2 細菌 不検出

4 1月 患者便 1 細菌 不検出 24 6月 患者便 2 細菌 Campylobacter jejuni （1/2）

5 1月 患者便 1 細菌 不検出 25 6月 患者便 1 細菌,クドア 不検出

6 1月 患者便 1 細菌 不検出 26 6月 患者便 7 細菌 不検出

7 1月 患者便 1 細菌 不検出 27 6月 患者便 1 細菌 Campylobacter jejuni  （1/1）

8 1月 患者便 2 細菌 不検出 28 7月 患者便 1 細菌 Campylobacter jejuni  （1/1）

9 3月 患者便 1 細菌 不検出 29 7月 患者便 1 細菌 不検出

10 3月 患者便 18 細菌 黄色ブドウ球菌（エンテロトキシンA産生株(1/18)） 30 7月 患者便 1 細菌 不検出

11 3月 患者便 4 細菌 不検出 31 7月 患者便 1 細菌 不検出

12 3月 患者便 1 細菌 不検出 32 8月 患者便 1 細菌 不検出

13 3月 患者便 5 細菌 不検出 33 8月 患者便 1 細菌 不検出

14 3月 患者便 1 細菌 不検出 34 10月 患者便 1 細菌 不検出

15 4月 患者便 1 細菌 不検出 35 10月 患者便 1 細菌 ウェルシュ菌　Hobbs4型（1/1)

16 4月 患者便 2 細菌 不検出 36 10月 患者便 1 細菌 Campylobacter jejuni  （1/1）

17 4月 患者便 1 細菌 不検出 37 11月 患者便 2 細菌 Campylobacter jejuni  （2/2）

18 4月 患者便 1 細菌 不検出 38 11月 患者便 1 細菌 不検出

19 5月 患者便 1 細菌 Campylobacter jejuni  （1/1） 39 11月 患者便 1 細菌 不検出

20 5月 患者便 3 細菌 不検出 40 11月 患者便 3 細菌 不検出

＊ 「細菌」とある場合はサルモネラ属菌，赤痢菌，腸炎ビブリオ，カンピロバクター，病原大腸菌，黄色ブドウ球菌，セレウス菌及びウエルシュ菌の8項目を実施

＊＊ 検査項目及び検査結果にはウイルス検査分を含まない
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そのため，今後も食中毒原因菌等の検査を速やかに実施し，

結果の記録や解析を行うことで食中毒の調査研究へ寄与す

るとともに，食中毒予防の 3原則である，食中毒原因菌を

「付けない，増やさない，やっつける」ことを改めて意識

し，普及啓発を続けていくことが肝要である． 
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